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令和６年度二人の未来応援パスポート事業委託業務に係る公募要領 

 

１ 趣旨 

本公募要領は、令和６年度二人の未来応援パスポート事業に関する業務を事業者に

委託するに当たり、事業者を選定するための必須事項を定めるものである。 

 

２ 事業実施予定期間 

  契約締結日から令和７年３月 14 日まで 

 

３ 委託業務の内容及び契約限度額等 

  別添、令和６年度二人の未来応援パスポート事業委託業務仕様書のとおり 

 

４ 応募資格 

次に掲げる要件を満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者 

（２）香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領（平成 11 年香川県告示第 787

号）に基づく指名停止措置を現に受けていない者。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申立て又は民事再

生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされていない者。

ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

  ①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

  ②民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

（４）香川県税に滞納のない者（香川県会計規則（昭和 39 年香川県規則第 19 号）第

180 条第２項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載

されていない者は、香川県県税の納税証明書（未納のない旨の証明）を提出するこ

と。ただし、県税の納税義務がない者（任意団体など）を除く。） 

（５）香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有し

かつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提

出されている者。 

 

５ 事務を担当する部署 

  香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課 北澤 

  ＴＥＬ：０８７－８３２－３２８７ 

ＦＡＸ：０８７－８０６－０２０７ 

e-mail：kosodate@pref.kagawa.lg.jp 

 

６ 応募期間及び方法 

（１）受付期間 令和６年３月 29 日(金)から令和６年４月８日（月)まで（県の休日を除

く）の、8:30～12:00、13:00～17:15 とする。 

（２）提出書類 応募意思表明書（別紙様式１）、また、応募意思表明書を提出後に提案

を辞退する場合には、辞退届（別紙様式２）を速やかに提出すること。 

（３）応募方法 上記５まで、持参または郵送（郵送の場合は、書留郵便その他これに準
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じる方法によること。なお、期限内に必着することが要件となる）。 

 

７ 質問事項の受付 

（１）受付期間 令和６年３月 29 日(金)から令和６年４月８日（月)まで（県の休日を除

く）の、8:30～12:00、13:00～17:15 とする。 

（２）提出方法 任意の様式を使用して、上記５まで直接持参するか、事前に電話連絡の

上、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

（３）回答方法 令和６年４月 12 日（金）までに、応募意思表明書提出者全員に回答を

電子メールで送付する。 

 

８ 企画提案書の作成等 

（１）内容 

   次の内容について、具体的に記載すること。 

 

（２）作成に当たっての留意事項 

・Ａ４版・長辺とじを基本とする。 

図面等で縮小が困難なものについては、Ａ３サイズをＡ４サイズに折ること。 

  ・上記（１）の項目毎に、項番（１－①、１－②・・・６－①）を付して作成するこ

要 件 項 目 基  本  的  要  件 

１ 事業全体に関して 

① 委託業務に対する基本姿勢、コンセプトの明確な提示 

② 全体的な作業スケジュール、実施体制、実施方法の明

確な提示 

２ 企業等への働きかけ 

③ 協賛店募集に係る具体的なスケジュール、働きかけの

方法の提案 

④ 協賛店を確保するための工夫の提案 

⑤ 協賛店の情報を適切に管理、更新する具体的な実施方

法の提示 

３ ロゴマーク及び広報資

材等のデザイン 

⑥ デザインのコンセプトの提案 

⑦ 協賛店が利用しやすい工夫の提案 

４ 広報等 
⑧ 全体的な広報計画、スケジュールの提案 

⑨ 若者世代に向けた独自性のある広報方法の提案 

５ 事業経費 ⑩ 委託業務の実施に係る経費とその内訳 

６ 留意事項 
⑪ 特定の価値観の押し付けやハラスメントの防止につな

がる工夫がされているか 

７ その他 
⑫ 過去の本委託業務と類似業務の受注実績（参考資料等

があれば添付すること） 

８ 個人情報の取扱い 
⑬ 委託業務により得た個人情報の取扱いの方針（契約満

了後も含む） 
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と。 

・企画提案書には、事業者名や所在地等、事業者の特定につながる内容は記載しない

こと。 

・別途設置する令和６年度二人の未来応援パスポート事業等業務委託先選定委員会

（仮称）（以下「委員会」という。）の委員が具体的なイメージを掴むことができる

よう、可能な限り具体的に記載すること。 

（３）提出部数 応募申請書、応募事業者概要書：１部 

        企画提案書：６部（うち５部は団体及び社名等を記載しないこと） 

（４）提出方法 上記６（３）と同じ。 

（５）提出期限 令和６年４月 19 日（金）12:00 必着 

        事前に企画提案書提出の日時の電話連絡をすること。   

 

９ 書類審査 

  上記８の企画提案書について、県子ども政策課において書類審査を実施する。 

  書類審査の結果は、書面にて各応募者あてに、通知する。 

   

10 プレゼンテーション 

上記９の書類審査に合格した各応募者は、自身の企画提案について、次によりプレ

ゼンテーションを実施し、委員会はその企画提案の審査を行う。 

委員会の各委員が別紙「企画提案評価表」により採点を行う。結果を合計したもの

を当該応募者の得点とし、最も高い得点の者を受託候補者として決定するが、これに

よりがたい場合は委員の合議により決定する。 

なお、審査の結果、応募者全てが最低基準点（満点の５割）に達しない場合、受託

候補者を選定せず、再度企画提案を募集することがある。 

選定結果については、書面にて通知する。 

（１）日  時 書類審査の結果通知にて連絡する。 

（２）場  所 同上 

（３）実施方法 企画提案書に基づき説明することとし、機材等の使用は認めない。１事

業者当たりの持ち時間は 15 分とし、説明終了後に委員が質問を行う。 

 

11 留意事項 

（１）応募書類の受領後の差し替え及び再提出は認めない。 

（２）本委託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは認めない。ただし、

業務の一部について、予め県が認めた場合はこの限りではない。 

（３）プレゼンテーションにおいて最も高い得点の者と本委託業務の契約締結交渉を行う

が、その者が、契約締結時までに上記４に定める資格条件に該当しなくなった場合や、

事故等の特別な理由から契約締結が不可能となった場合には、その者を失格とし、次

点の者と契約締結の交渉を行う。 

（４）企画提案書作成等に係る一切の費用は応募者の負担とする。 

（５）応募書類は返還しない。 

（６）本件は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和６年４月１日以降で当該予算

の執行が可能となったときに、効力が生ずる。 
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（別 紙） 

企 画 提 案 評 価 表 
要件項目 評価項目 配点 得点 

１ 事業全体に関して 
・事業に対する理解は適切で、コンセプトの明

確な提示ができているか。 
10   

  

・事業全般に係るスケジュールと実施体制が具

体的に提示されており、進行管理が明確で実現

可能な内容であるか。 

10   

２ 企業等への働きかけ 
・適切な方法により募集し、協賛店の登録数が

400 を超えることが可能と見込めるか。 
10   

  
・協賛店を確保する具体的かつ実現可能な工夫

等が提案されているか。 
10   

  ・適切に協賛店の情報を管理、更新できるか。 5   

３ ロゴマーク及び広報

資材等のデザイン 

・結婚に対するポジティブなメッセージが伝わ

るデザインであるか。 
10   

  ・協賛店が利用しやすいデザインであるか。 5   

４ 広報等 
・広報手段及びイメージが具体的に提示されて

おり、実現可能な内容であるか。 
10   

  
・事業の情報が若者世代に効果的に発信される

よう工夫されているか。 
10   

５ 事業経費 
・提示内容に対して妥当な経費が示されている

か。 
10   

６ 留意事項 
・特定の価値観の押し付けやハラスメントの防

止につながる工夫がされているか。 
5   

７ その他 
・同種の事業の受託実績等、応募者を評価でき

る内容が提示されているか。 
5   

計   100   

８ 個人情報の取扱い 

・個人情報保護（個人情報の保護に関する法

律）に対する理解が充分備わっているか。 

・本業務における個人情報の取扱いが適切であ

るか。 

確保されなければ

失格 


